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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年７月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和３年２月１３日 ００時３０分ごろ 

発生場所 石川県輪島
わ じ ま

市門前
もんぜん

町猿山
さるやま

岬西方沖 

 猿山岬灯台から真方位２６９°２４.８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°１８.９′ 東経１３６°１２.４′） 

事故の概要 漁船第十五伊勢
い せ

丸は、沖合底びき網漁の操業中、揚網開始の準備と

して、乗組員が引き綱を巻取
まきとり

機に接続し、甲板上に接触していた部分

の引き綱の巻き取りを開始したところ、接続金具が乗組員に当たり、

乗組員が負傷した。 

事故調査の経過 令和３年２月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十五伊勢丸、１９トン 

 ＩＫ２－５１２６（漁船登録番号）、個人所有 

 １８.５６ｍ（Lr）×４.０８ｍ×１.３４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６７０kＷ（動力漁船登録票による）、平成元年５

月２５日 

 第２４４－１５４３３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ３８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２８年２月２３日 

免許証交付日 令和２年１０月３０日 

         （令和８年２月２２日まで有効） 

甲板員Ａ ３０歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 令和２年８月２０日 

免許証交付日 令和２年８月２０日 

（令和７年８月１９日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：平穏 
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 事故の経過 本船は、船長、甲板員Ａほか３人が乗り組み、猿山岬西方沖の水深

２５０ｍの漁場において、令和３年２月１２日２３時３０分ごろ３回

目のかけ
．．

回し式による沖合底びき網漁の操業を開始した。 

本船は、投網後、両舷共に径２４mm の引き綱を約１.２Ｍ伸出さ

せ、‘船尾部のフック’（以下「フック」という。）に掛けた状態と

し、船長が操舵室において単独で操船にあたり、約１.６ノットの対

地速力でえい
．．

網を行っていた。 

船長は、ベルを鳴らして船内で休憩していた乗組員にえい
．．

網終了を

知らせ、主機を中立とした。 

乗組員がそれぞれ、右舷、左舷及び船尾の担当場所につき、船尾作

業担当者によって引き綱がフックから外されたのち、本船は、揚網開

始準備として、船首方向を網に向けた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ えい
．．

網終了から船首方向を網に向けるまでの状況 

 

左舷作業を担当していた甲板員Ａは、左舷ウインチの船尾方に立

ち、船首部のガイドに通した引き綱を停止中のウインチに上から６回

巻き、引き綱端部を‘船尾に設置された巻取機’（以下「リール」と

いう。）に接続し、甲板上に置いた。 

本船は、引き綱端部を加工してあり、操業の状況に応じて接続及び

取り外しを容易に行う目的で‘約１.４kg（約１６cm×約１０cm）の

金属製の連結金具’（以下「Ｃカン」という。）が設置され、リール

側
がわ

端部にも同様にＣカンが接続されていた。 

（写真１、図２参照） 

 

 

 

 

 

写真１ リール側端部及び左舷リール 
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図２ 甲板員Ａが左舷ウインチの船尾方で作業する状況 

 

甲板員Ａは、船室後方に移動し、左舷ウインチから左舷リールの間

で甲板上に接触していた部分の引き綱を左舷リールに巻き取ろうと、

身体を左舷方に向け、左舷リール操作レバーをゆっくり左手で倒し

た。 

甲板員Ａは、１３日００時３０分ごろ、金属音が聞こえたので、確

認しようと船室後方から顔を出して船首方を見たところ、首の後部を

強打され、その場に倒れた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 発生状況イメージ 

船長は、揚網が開始されないので、操舵室から甲板に出たところ、

‘右舷作業を担当していた乗組員’（以下「甲板員Ｂ」という。）か

ら、甲板員Ａが倒れたので左舷リールを停止した旨の報告を受け、甲

板員Ａの意識が朦朧
もうろう

としている状況及び引き綱がリールと繋
つな

がってい

ない状況を認めた。  

船長が船舶電話で消防署に連絡し、本船は、急いで揚網を終了した

のち、船籍港である石川県志賀
し か

町富来
と ぎ

漁港に向かった。 

甲板員Ａは、０２時４５分ごろ富来漁港の岸壁から救急車で病院に

搬送され、頸
けい

椎棘
きょく

突起骨折等と診断されて入院した。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真４ 本船、写真５ リール付近 

参照） 

 その他の事項 甲板員Ａは、負傷した状況について、何に当たったのかわからなか

った。 

船長は、リールを動かした際に、引き綱端部及びリール側端部のＣ

カン結合が外れ、リール側端部がリールに巻き取られ、リールのドラ

ム上方から船首方へ向かったＣカンによって甲板員Ａが負傷したと思
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った。 

本船の揚網作業は、えい
．．

網終了後、船首方向を網に向け、引き綱を

船首部のガイドに通して両舷にあるウインチで巻き揚げ、巻き揚げら

れた分の引き綱をリールで巻き取りながら行うものであった。 

甲板員Ａ及び甲板員Ｂは、両舷のウインチからリールの間で甲板上

に接触していた部分をリールに巻き取ったことをお互いに合図したの

ち、それぞれウインチを作動させる予定であった。 

本船は、左舷ウインチから左舷リールまでの甲板上作業場所が、船

首尾方向に約５.６ｍ、両舷方向に約１ｍの広さであり、船室後方の

約０.７ｍ四方の場所で甲板員Ａがレバー操作を行い、各操作レバー

が引き綱と接触することがなかった。（図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 甲板の状況 

船長は、引き綱がリールに繋がっていなかった状況について、それ

ぞれのＣカンを手で持ってＣカンの切込
き り こ

み部を合わせて接続後、腰の

高さから甲板上に置いた際、Ｃカンの切込み部が互いに接近し、外れ

やすい状態になっていたのではないかと思った。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｃカンの状態 

 船長は、ウインチからリールの間で甲板上に接触していた部分の引

き綱をリールに巻き取る際、綱に張力が掛かっていない状況であるの

で、Ｃカンの状態によって結合が外れることも想定した上で甲板上の

Ｃカンの接続状態を確認したのち、操作レバーを少しずつ動かすよう

に指示していた。 

甲板員Ａは、５年の経験の中で、これまで引き綱及びリールの接続

が外れたことがなかったので、船長からＣカンの接続状態を確認する

ことについて指示があったものの、その理由を理解しておらず、本事

故時、甲板上のＣカンの接続状態を確認しないで作業に当たってい

約１ｍ 

甲板員Ａのレバー操作場所 

約０.７ｍ四方 操舵室及び船室 
甲板員Ｂのレバー操作場所 

左舷リール 

操作レバー 

船首 

約５.６ｍ 

左舷ウインチ操作レバー 
左舷ウインチ 

左舷リール 
引き綱 

接続した状態 

Ｃカンの切込み部 

切込み部が互いに接近した状態 
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た。 

甲板員Ａは、本事故時、上下の作業着、長靴、ゴム手袋及び固型式

の救命胴衣を着用し、ヘルメットを着用していなかった。 

本船は、本事故時、甲板上機器及び漁具に不具合はなく、３か月に

１回Ｃカンの切込み部の開き具合を点検しており、船長が令和３年１

月に確認し、引き綱及びリール側端部の加工及びＣカンに損傷がなか

った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 甲板員Ａは、猿山岬西方沖の漁場において沖合底びき網漁の操業

中、揚網開始準備として、引き綱をリールに巻き取る目的でリールを

作動させた際、甲板上に置いた引き綱端部及びリール側端部のＣカン

結合が外れたことから、リール側端部のＣカンが、リールに巻き取ら

れ、リールのドラム上方から船首方へ向かい、船室後方から顔を出し

ていた甲板員Ａの首の後部に当たり、負傷したものと推定される。 

 Ｃカン結合部は、甲板上に置かれた状態で、引き綱に張力が掛かっ

ていなかったことから、Ｃカン切込み部が接近しており、リールを作

動した際、結合が外れた可能性があるものと考えられる。 

甲板員Ａは、リールを操作する前に、Ｃカンの接続状態を確認して

いなかったことから、Ｃカン結合が外れやすい状態になっていたこと

に気付いていなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が猿山岬西方沖の漁場において沖合底びき網

漁の操業中、甲板員Ａが、揚網開始準備として、引き綱をリールに巻

き取る目的でリールを作動させた際、甲板上に置いた引き綱端部及び

リール側端部のＣカン結合が外れたため、リール側端部のＣカンが、

リールに巻き取られ、リールのドラム上方から船首方へ向かい、船室

後方から顔を出していた甲板員Ａの首の後部に当たったことにより、

発生したものと推定される。 

再発防止策 船長は、本事故後、乗組員に対し、操業時、ヘルメットの着用及び

Ｃカンを接続して甲板上に置いた後、いったん、引き綱を引き、Ｃカ

ンの切込み部が接近していない状態を目視で確認したのち、操作レバ

ーを倒すことを徹底させた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・乗組員は、漁労作業などで甲板上の回転機械を操作中、異音を聞

くなど異変を感じた際、直ちに操作レバーを停止位置とし、機械

の回転を確実に停止させること。 

・かけ
．．

回し式による沖合底びき網漁等、漁具にＣカンを使用する漁
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船乗組員は、接続したＣカン結合部を甲板上に置いた後、綱に張

力が掛かっていない状況ではＣカンが外れやすい状態になってい

ることを考慮し、甲板上の回転機械を操作する前に、必ず接続状

況を確認すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ リール付近 
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本事故発生場所 

（令和３年２月１３日  

００時３０分ごろ発生） 
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